
船舶事故等調査報告書 

平成２１年２月２６日 

運輸安全委員会（海事専門部会）議決 

事故等番号 ２００８広第６５号 

事故等名 押船第二十五住力丸被押バージＳ－１８乗揚 

発生年月日時刻 平成２０年４月２３日１０時３５分ごろ 

発生場所 香川県久通港 

事故等調査の経過 

 

調査の概要：平成２０年１１月１７日 広島･地方事故調査官が、海難報告書を精査し、

船舶所有者に事故発生場所及び損傷状況について電話聴取 

原因関係者からの意見聴取：意見なし 

認定した事実 

船種･船名･総トン数 

船舶番号 

船舶所有者等 

 

Ａ 押船 第二十五住力丸 ６５トン 

１３５２７５ 

有限会社住力商事 

船種・船名・総トン数 

船舶番号（IMO 番号） 

船舶所有者等 

Ｂ バージ Ｓ－１８ ５９ｍ 

なし 

有限会社住力商事 

乗組員等に関する情報 Ａ 船長 五級海技士（航海） 

Ｂ  

 

負傷者 Ａ 負傷者 なし 

Ｂ 負傷者 なし 

損傷 Ａ 推進器曲損、船底部ペイント剥離 

Ｂ 船底部ペイント剥離 

事故等の経過 Ａ船は、土砂を満載したＢ船を押して岡山県水島港に向け、香川県久通港を発した

が、平成２０年４月２３日１０時３５分ごろ、同港の浅瀬に乗り揚げ、推進器等を損傷し

た。天候は晴で、風力２の北風が吹いており、潮候は上げ潮の中央期であった。 

事実を認定した理由 気象・海象の関与 

乗組員等の関与 

船体・機関等の関与 

判明した事項の解析 

なし 

あり 

なし 

Ａ船は、久通港の水路状況の調査を十分に行わなかったも

のと考えられる。 

原因 本事故は、Ａ船がＢ船を押して航行中、水路状況の調査を十分に行わなかったため、

両船が港内の浅瀬に乗り揚げたことにより発生したものと考えられる。 

その他の事項 なし 

 




